
JP 4222665 B2 2009.2.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声入力手段を介して入力された一連の音声データを循環して連続的に記録する第１の
記録手段と、
　上記第１の記録手段に記録された音声データを読み出すものであって、再生用の読み出
しと、記録用の読み出しと、を行い得る読出手段と、
　上記読出手段によって記録用に読み出された音声データを記録する第２の記録手段と、
　上記読出手段によって再生用に読み出された音声データを再生する再生手段と、
　上記読出手段によって記録用に読み出された音声データを上記第２の記録手段に記録さ
せる記録命令を入力するための入力手段と、
　を具備する音声記録再生装置であって、
　上記読出手段は、上記第１の記録手段に記録された音声データから、該第１の記録手段
の記録容量よりも小さい第１のデータ量だけ現在の記録位置よりも遡った記録位置からの
音声データを上記再生用に読み出し、上記再生手段の再生動作中に上記入力手段により上
記記録命令が入力された後に、上記第１のデータ量よりも大きくかつ上記第１の記録手段
の記録容量よりも小さい第２のデータ量だけ現在の記録位置よりも遡った記録位置からの
音声データを上記記録用に読み出すものであることを特徴とする音声記録再生装置。
【請求項２】
　上記第２のデータ量の値を入力するための第２入力手段と、
　上記第２入力手段からの入力値に応じて、上記読出手段により上記記録用の読み出しが
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行われる際の上記第２のデータ量を設定する設定手段と、
　をさらに具備したことを特徴とする請求項１に記載の音声記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音声記録再生装置、より詳しくは、音声データを記録手段に記録して再生する
音声記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、マイクロホンなどの音声入力手段を用いて、会議における会話等の音声を電気
信号である音声信号に変換し、さらに、その音声信号をＡ／Ｄ変換して得られたデジタル
信号を符号化した後に、圧縮された音声データとして半導体メモリであるＲＡＭ等に記録
するデジタルレコーダが開発されている。
【０００３】
こうした音声記録再生装置においては、録音ボタン等を押すことにより、該操作を行った
時点から音声の記録が行われるようになっているために、例えば会議や講演会などで、操
作者がそれらの冒頭を録音することができない場合があるという課題がある。
【０００４】
そこで、特開平９－１４６５９０号公報においては、操作者が録音操作をした時点よりも
所定時間だけ遡った時点の音声信号から録音することが可能な音声録音装置が提案されて
おり、こうした課題の解決を図るようにしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特開平９－１４６５９０号公報に記載されているような音声録音装置
では、再生を行うまでは遡った部分の音声データの内容を使用者が知ることができず、ま
た、遡る所定時間を変更することができないために、不必要な音声データまで記録されて
しまうことがあった。
【０００６】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、遡った音声データの内容を録音する前に
認識することができ、不必要な音声データを録音するのを防止することができる音声記録
再生装置を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、第１の発明による音声記録再生装置は、音声入力手段を
介して入力された一連の音声データを循環して連続的に記録する第１の記録手段と、上記
第１の記録手段に記録された音声データを読み出すものであって再生用の読み出しと記録
用の読み出しとを行い得る読出手段と、上記読出手段によって記録用に読み出された音声
データを記録する第２の記録手段と、上記読出手段によって再生用に読み出された音声デ
ータを再生する再生手段と、上記読出手段によって記録用に読み出された音声データを上
記第２の記録手段に記録させる記録命令を入力するための入力手段と、を具備する音声記
録再生装置であって、上記読出手段は、上記第１の記録手段に記録された音声データから
、該第１の記録手段の記録容量よりも小さい第１のデータ量だけ現在の記録位置よりも遡
った記録位置からの音声データを上記再生用に読み出し、上記再生手段の再生動作中に上
記入力手段により上記記録命令が入力された後に、上記第１のデータ量よりも大きくかつ
上記第１の記録手段の記録容量よりも小さい第２のデータ量だけ現在の記録位置よりも遡
った記録位置からの音声データを上記記録用に読み出すものである。
【００１０】
　第２の発明による音声記録再生装置は、上記第１の発明による音声記録再生装置におい
て、上記第２のデータ量の値を入力するための第２入力手段と、上記第２入力手段からの
入力値に応じて上記読出手段により上記記録用の読み出しが行われる際の上記第２のデー
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タ量を設定する設定手段と、をさらに具備したものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図１から図４は本発明の一実施形態を示したものであり、図１は音声記録再生装置の主と
して電気的な構成を示すブロック図、図２は音声記録再生装置の録音処理の動作を示すフ
ローチャート、図３は音声記録再生装置における過去録スタンバイ設定の動作を示すフロ
ーチャート、図４はシステム制御部のＲＡＭにおけるバッファ領域の記録や再生の様子を
示す図である。
【００１２】
この音声記録再生装置は、入力される音声を電気信号である音声信号に変換して出力する
音声入力手段たるマイクロホン１と、このマイクロホン１により得られるアナログの音声
信号を増幅する増幅器（ＡＭＰ）２と、この増幅器２の出力の内の不要な高周波成分を除
去する低域通過フィルタ（ＬＰＦ）３と、この低域通過フィルタ３の出力をデジタル信号
に変換するアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器４と、このアナログ／デジタル変換器４
によりデジタル化されたデータを一時的に記録する第１の記録手段たるＲＡＭ６ａを内蔵
し、この音声記録再生装置に係る各種の制御を行う読出手段、再生手段、設定手段を兼ね
たＣＰＵ等でなるシステム制御部６と、上記ＲＡＭ６ａから読み出されてシステム制御部
６から出力されるデジタル音声信号を、録音動作時に圧縮して所定のフォーマットに基づ
いて記録させるとともに再生動作時に読み出して伸長するデジタル信号処理部（ＤＳＰ）
５と、このデジタル信号処理部５の制御により圧縮された音声データを記録する第２の記
録手段たる記録媒体７と、上記システム制御部６から出力されるデジタルの音声データを
アナログ信号に変換するデジタル／アナログ（Ｄ／Ａ）変換器９と、このデジタル／アナ
ログ変換器９の出力を増幅する増幅器（ＡＭＰ）１０と、増幅されたアナログ信号により
音声を出力する音声出力手段たるスピーカ１１と、上記システム制御部６の制御に基づき
後述する表示器１３の制御を行う駆動回路１２と、この駆動回路１２により駆動されて例
えば動作モードや現在日時などの各種情報を表示する表示器１３と、上記システム制御部
６の制御に基づきこの音声記録再生装置内の各回路に電源を供給する電源制御部１４と、
操作者が操作を行う各種のボタンやスイッチ等でなり、その入力が上記システム制御部６
に接続されている入力手段たる操作入力部１５と、を有して構成されている。
【００１３】
上記操作入力部１５に含まれるものとしては、例えば過去録モードに設定するための第１
入力手段たる過去録設定ボタンや、録音モードに設定するための第２入力手段たる録音ボ
タン、あるいは記録する音声データをどれだけ過去に遡るかを設定するための第３入力手
段たる調節操作キーがあり、その他にも電源スイッチや再生ボタンなどが例として挙げら
れる。
【００１４】
次に、このような音声記録再生装置による録音処理について、図２のフローチャートを参
照して説明する。
【００１５】
上記システム制御部６は、上記操作入力部１５に設けられている録音ボタンが押されたこ
とを検出すると、この録音処理の実行を開始し、まず、ファイルを新規に作成して（ステ
ップＳ１）、後述する過去録スタンバイフラグ（図３参照）に基づき、現在の状態が過去
録スタンバイ状態であるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【００１６】
このステップＳ２において、過去録スタンバイ状態であると判定された場合には、システ
ム制御部６のＲＡＭ６ａからデジタルデータを読み出し（ステップＳ３）、一方、上記ス
テップＳ２において、過去録スタンバイ状態でないと判定された場合には、このステップ
Ｓ３の動作をスキップして次の処理に進む。
【００１７】
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そして、上記デジタル信号処理部５に、符号化処理を行わせるためのコマンドと上記ＲＡ
Ｍ６ａから読み出したデジタルデータとを転送することにより該デジタル信号処理部５が
デジタルデータの符号化を行い（ステップＳ４）、さらに該デジタル信号処理部５の制御
により、この符号化して圧縮されたデジタルデータが記録媒体７に記録される（ステップ
Ｓ５）。
【００１８】
次に、システム制御部６は、上記表示器１３に表示を行うために現在位置情報を更新して
（ステップＳ６）、駆動回路１２を制御して現在位置の表示を変更させる（ステップＳ７
）。
【００１９】
そして、システム制御部６は、上記操作入力部１５に設けられている何れかの操作ボタン
が押されたか否かを判定し（ステップＳ８）、何れの操作ボタンも押されていない場合に
は、記録媒体７の残り容量がなくなるまで上記ステップＳ４からＳ７までの動作を繰り返
して行う。
【００２０】
一方、このステップＳ８において、操作ボタンが押されたと判定された場合には、現在開
いているファイルを閉じる処理を行い（ステップＳ９）、表示を変更して（ステップ１０
）、この録音処理から抜ける。
【００２１】
上述した過去録スタンバイ状態の設定について、図３のフローチャートを参照して説明す
る。
【００２２】
操作入力部１５に設けられている過去録設定ボタンが押された場合に、第１記録命令が発
せられてこの過去録スタンバイ状態に入り、まず過去録スタンバイフラグをセットする（
ステップＳ１１）。
【００２３】
次に、アナログ／デジタル変換器４により変換されたデジタルデータをシステム制御部６
内に設けられているＲＡＭ６ａの後述するバッファ領域に循環的に書き込む（ステップＳ
１２）。
【００２４】
そして、システム制御部６は、このＲＡＭ６ａのバッファ領域に書き込まれたデジタルデ
ータを後述する第１のデータ量だけ遡って読み出して、上記デジタル／アナログ変換器９
によりアナログ信号に変換し、増幅器（ＡＭＰ）１０により増幅した後に、スピーカ１１
から音声として出力するように制御する（ステップＳ１３）。これにより、スピーカ１１
からは遡った過去の音声が再生して出力されることになる。
【００２５】
このとき、このステップＳ１３の処理におけるＲＡＭ６ａ内に書き込まれたデジタルデー
タの読み出し時の遡り量である第１のデータ量や、あるいは後述する記録媒体７への書き
込み時の遡り量である第２のデータ量は、操作入力部１５の調節操作キーを操作すること
により、使用者が適宜変更することができるようになっている。
【００２６】
次に、システム制御部６は、上記操作入力部１５の操作入力の検出を行う（ステップＳ１
４）。上記ステップＳ１４において操作ボタンが押されなかった場合には、上記ステップ
Ｓ１２に戻って、ＲＡＭ６ａへの音声データの循環的な書き込みを行うとともに、上記ス
テップＳ１３において第１のデータ量だけ遡った音声データの再生を継続して行う。
【００２７】
一方、上記ステップＳ１４において、操作入力部１５の操作入力が行われたことが検出さ
れると、その操作されたボタンが録音ボタンであるか否かを判定して（ステップＳ１５）
、録音ボタンであった場合には、上記記録媒体７への記録命令となる第２記録命令が発せ
られたことになるために、当該処理から抜けて録音の処理（図２参照）に移行する。
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【００２８】
また、上記ステップＳ１５において、操作されたボタンが録音ボタン以外であると判定さ
れた場合には、上記システム制御部６内のＲＡＭ６ａに一時的に書き込みを行ったデジタ
ルデータをクリアするとともに（ステップＳ１６）、過去録スタンバイフラグをクリアし
て（ステップＳ１７）、当該処理から抜ける。
【００２９】
図４は上記ＲＡＭ６ａ内に確保された音声データ用のバッファ領域の様子を示す図である
。
【００３０】
上記過去録スタンバイ状態が設定されたときには、システム制御部６のＲＡＭ６ａ内には
、上記アナログ／デジタル変換器４によりデジタル化されて次々と入力されてくる音声デ
ータを一時的に蓄積するための記憶領域が確保されるようになっており、例えばメモリ内
のアドレスＡＤ０からＡＤ１までの領域がバッファ領域ＢＦとして確保されている。
【００３１】
そして、入力される音声データは、このバッファ領域ＢＦ内において循環的に記憶される
ようになっており、例えば図４（Ａ）に示すようにアドレスＡＤ０から記録を開始する（
符号ＷＲで示す部分が書き込み中の部分を模式的に示している）と、時間が経過するに従
って、バッファ領域ＢＦ内の書き込みを行う部分ＷＲが順次ずれて行き（図４（Ｂ）参照
）、図４（Ｃ）に示すようにバッファ領域ＢＦの終端に達した場合には、再び図４（Ａ）
に示すようなバッファ領域ＢＦの始点に戻って書き込みを行うようになっている。
【００３２】
こうして、バッファ領域ＢＦに一通り書き込みを終えた後は、上書きによってバッファ領
域ＢＦ内のデータが次々と書き換えられるために、つまり、該バッファ領域には最新の所
定時間分だけの音声データが常に保存されていることになる。
【００３３】
そして、この過去録スタンバイ状態の時には、上記ステップＳ１３で説明したようにＲＡ
Ｍ６ａのバッファ領域ＢＦに記録された音声データが、現時点から第１のデータ量ＤＴ１
だけ遡った時点の分からスピーカ１１により音声として再生されるようになっている（図
４（Ｄ）中の符号ＰＬで示すのが再生部分である）。
【００３４】
例えば例を挙げると、第１のデータ量ＤＴ１が１０秒分のデータ量である場合には、現時
点よりも１０秒前の音声データがスピーカ１１から再生されることになる。
【００３５】
そして、この１０秒前の時点から１０秒分の音声データをスピーカ１１から聞き終えた時
点で、その聞いた音声データを録音したい場合には、操作入力部１５の録音ボタンをオン
することにより、図４（Ｅ）の符号ＲＣに示すような時点のデータから、上記デジタル信
号処理部５により符号化されて記録媒体７に記録される録音処理が行われる。
【００３６】
このときには、現在マイクロホン１から入力されている音声を書き込みしている部分ＷＲ
はさらに例えば１０秒分だけ先に進んでいるために、つまり、この録音が行われている部
分ＲＣは、上記第１のデータ量ＤＴ１よりも大きい第２のデータ量ＤＴ２だけ該書き込み
部分ＷＲから遡った部分となっており、上述の例では、例えば現時点よりも２０秒だけ遡
った音声データの部分から記録媒体７への記録が開始されることになる。
【００３７】
これに対応して、ＲＡＭ６ａ内に確保するバッファ領域ＢＦとしては、例えば２０秒以上
の音声データを蓄積することができるだけの大きさの領域が確保されている。
【００３８】
また、この実施形態の音声記録再生装置では、上述したように、上記操作入力部１５に設
けられている第３入力手段である調節操作キーを操作することで、上記第２のデータ量Ｄ
Ｔ２等を変更することができるようになっており、これによって、記録媒体７への録音を



(6) JP 4222665 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

行うのに現時点から遡る時間が変更されるようになっている。
【００３９】
図４（Ｆ）は、この第２のデータ量ＤＴ２を一例として短縮してＤＴ２’とした例を示す
ものである。
【００４０】
もちろん、第２のデータ量ＤＴ２を大きくすることもできるし、変更することができるの
は第２のデータ量ＤＴ２に限るものではなく、第１のデータ量ＤＴ１を変化させるように
しても良い。さらに、このようなデータ量の変化に伴って、必要であれば、バッファ領域
ＢＦの大きさを適宜変化させても構わない。
【００４１】
このような変更を行うことで、例えば講演を録音するときや、会議を録音するとき、打ち
合わせを録音するときなどの、使用目的に応じた適切な遡る時間を選択することが可能に
なる。
【００４２】
なお、上述では音声データを一時的に記憶しておくためのバッファを、システム制御部６
に内蔵されたＲＡＭ６ａとして説明したが、外付けのＲＡＭ等を用いても構わないことは
いうまでもない。さらには、バッファとして用いるのは、ＲＡＭに限定されるものではな
いのは勿論である。
【００４３】
また、上述では過去の音声データをスピーカ１１から出力させているために、現在マイク
ロホン１から入力している音声に、該再生音声が混入してしまうことが考えられるが、こ
れは、再生音声の逆位相となる波形の信号を作成して入力音声信号に重畳することで、消
去することが可能である。
【００４４】
あるいは、音声出力手段としてスピーカ１１に代えてイヤホン等を接続して用いる場合に
は、このような再生音声の混入を未然に防ぐことができるのはいうまでもない。
【００４５】
このような実施形態によれば、使用者が現時点から遡ったデータの内容を確認しながら記
録媒体に記録を行うことができるために、不要なデータが記録されるのを防ぐことができ
、記録媒体を効率的に使用することが可能となる。
【００４６】
また、遡るデータ量を適宜変化させることができるために、使用目的に合った選択を行う
ことができ、不要なデータが記録されるのをより効率良く防ぐことができる。
【００４７】
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範
囲内において種々の変形や応用が可能であることは勿論である。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように請求項１による本発明の音声記録再生装置によれば、第１の記録手段
に記録された音声データから第１のデータ量だけ遡って読み出して再生しているために、
遡った音声データの内容を録音する前に認識することができ、不必要な音声データを録音
するのを防止することができる。
【００４９】
また、請求項２による本発明の音声記録再生装置によれば、請求項１に記載の発明と同様
の効果を奏するとともに、第１入力手段を備えたことにより、音声データを遡って再生す
るか否かを必要に応じて設定することが可能になる。
【００５０】
さらに、請求項３による本発明の音声記録再生装置によれば、請求項２に記載の発明と同
様の効果を奏するとともに、第２入力手段の入力に応じて、音声データを第２のデータ量
だけ遡って第２の記録手段に記録させることができる。
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【００５１】
請求項４による本発明の音声記録再生装置によれば、請求項３に記載の発明と同様の効果
を奏するとともに、第３入力手段を備えたことにより、必要に応じて、第２の遡りデータ
量を設定することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の音声記録再生装置の主として電気的な構成を示すブロック
図。
【図２】上記実施形態の音声記録再生装置の録音処理の動作を示すフローチャート。
【図３】上記実施形態の音声記録再生装置における過去録スタンバイ設定の動作を示すフ
ローチャート。
【図４】上記実施形態のシステム制御部のＲＡＭにおけるバッファ領域の記録や再生の様
子を示す図。
【符号の説明】
１…マイクロホン（音声入力手段）
５…デジタル信号処理部
６…システム制御部（読出手段、再生手段、設定手段）
６ａ…ＲＡＭ（第１の記録手段）
７…記録媒体（第２の記録手段）
１１…スピーカ（音声出力手段）
１５…操作入力部（第１入力手段、第２入力手段、第３入力手段）

【図１】 【図２】
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